
令和８年１月８日 

 

本科１年生の皆さま 

 

学生課学生係  

 

公益財団法人 本庄国際奨学財団 

「高校生・高専生対象奨学金」の募集について 

 

このことについて、下記のとおり募集しますので、対象者の要件に該当し、申請を希望

される方は事前に学生課学生係までお申し出のうえ、申請書類を揃えて期限までにご提出

ください。 

 

記 

 

１．概要 

   高校生及び高専生が経済的理由により大学進学・編入や高専専攻科への進学を断念す 

ることのないよう、また進学後も勉学に専念できるよう、高校及び高専本科在学中のほ 

か、大学等への進学後も継続して奨学金を支給し、社会に貢献する人材を育成しようと 

するもの。 

 

（１） 対象者 

本科１年生 

 

（２） 支給額 

月額５万円 ※大学等へ進学しなかった場合でも返済の必要はありません。 

 

（３） 支給期間 

高専２年から本科卒業までと、大学に編入または専攻科に進学した場合は 

その卒業まで。 

  

(４) 募集人数 

  15 名（全国の高校生・専攻科生を合わせた人数） 

 

(５) 進学希望の有無 

原則として日本の国公立大学（短大は除く）に編入または専攻科に進学を 

希望していること。 



 

(６) 成績基準 

1 学年の通年成績が GPA3.6 以上あること。または 5 段階評価で換算して 

4.5 以上あること。 

 

(７) 経済状況または本人の生活状況 

家庭の経済状況または本人の生活状況が下記のいずれかに該当すること。 

① 世帯の収入（税金等控除前の金額）が 800 万円以下である。 

② 社会的養護が必要な人。（児童養護施設入所中や里親家庭等） 

 

(８) 選考方法、スケジュール 

① 書類選考：2026 年 4 月 1 日～同 5 月 22 日  

※ 書類選考合格の場合には面接選考の日程をメールで通知します。 

※ 書類選考合格者には成績証明書をご提出いただきます。 

② 面接選考：2026 年 5 月 25 日～5 月 29 日のいずれかの日  

（Zoom、LINE 等オンラインツールを使った面接） 

③ 採用者決定：2026 年 5 月 31 日まで 

④ 奨学金支給開始：2026 年 6 月（2026 年 4 月分に遡って支給します） 

 

(９) 奨学金の支給について 

・奨学金は 2026 年 6 月より、原則として申請者（高校生・高専生）名義の銀行口座に

毎月振り込みます。 

・他の奨学金と重複受給してもかまいません。 

・国公立大学に進学等した時、または高専生が専攻科に進学した時は引き続きその卒業

まで奨学金を支給します。進学等の大学等は国公立大学であれば申請書に記載した

志望大学以外でも構いません。国公立大学・専攻科（高専）に進学等できなかった場

合は支給を終了します。 

・奨学金は返済の必要はありません。大学等に進学しなかった場合でも返済の必要は 

ありません。 

・下記の場合は奨学金の支給を停止します。また理事会の決定によりすでに支払われた 

奨学金の返還を要求する場合があります。 

①高校、高等専門学校、大学を退学または休学した 

②奨学金の採用を決定した後に申請書類に偽りの記載が発覚した場合 

③当財団の奨学生としての名誉を傷つけたと認められるような行動をした場合 

 

 



 

２．申請方法について 

（提出書類） 

① 奨学金申請書１ （データで提出） 

② 奨学金申請書２（身上書）（データで提出） 

③ 作文※1 

④ 推薦書※2 

⑤ 経済状況を証明する書類※3 

⑥ 活動実績を証明する書類（ある方のみ）※4 
 

※１ テーマ「大学または専攻科（高専）で勉強したいこと」または「将来の夢」400 字

詰め原稿用紙 2 枚以内に手書きで書いてください。 

※２ 申請者のことをよく知っている方に書いていただいてください。 

・推薦者の例：担任の先生、小中学校の先生、クラブ活動の指導者、恩師等 

・推薦者に相応しくない方：父母、親権者、児童養護施設等職員 

※３ 下記の１～３のいずれか 

1）生計を同じくする家族で収入のある方全員の課税（非課税）証明書 

または所得証明書（市町村で発行される令和７年度（令和６年分）） 

または源泉徴収票（令和７年分） 

※生計を同じくする祖父母で主に年金収入のみの場合は、提出不要です。 

※別居しているが、送金等により生活の資を共にしている方も含みます。な

お、ひとり親家庭の場合、証明書で父親もしくは母親が扶養していること

が記載されているかを確認のうえ提出してください。 

2）社会的養護を受けている場合、社会的養護の状況がわかるもの。 

施設在籍証明書、児童（里親）委託証明書、住民票、戸籍謄本など。 

3）生活保護を受けている世帯の場合は、生活保護受給証明書 

（提出期限） 

       令和８年２月 20 日（金）17：00 まで 

（提出先） 

       学生課学生係 

 

   

③～⑥の書類については、

紙媒体で提出すること 


